
大津市立粟津中学校 

「学校生活のきまり」の見直しについて 

 

 「学校生活のきまり」は、一人ひとりの生徒が健全に、安全にかつ、安心して学校生活を送ることができ

ることを目的として制定されるものです。児童生徒が心身の発達の過程にあることや、学校が集団生活の場

であることなどから、学校には 一定のきまりが必要であり、学校教育において社会規範の遵守について適

切な指導を行うことは重要です。そのため学校の教育目標に照らして定められる「学校生活のきまり」は、

教育的意義を有しています。 

 しかし、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえて、改めて学校の教育目標に照らして、適切な内容か、

生徒の実情や保護者の考え方、地域の状況、社会環境の変化などを踏まえたものになっているのか、絶えず

検討・見直しをしていく必要があります。 

 そのため、粟津中学校では、次の「学校生活のきまり」に関するスケジュールに基づき、今年度、「学校

生活のきまり」の見直しを進めてまいります。 

 保護者の方をはじめ、地域の皆様にもご協力をいただければと考えておりますので、何卒よろしくお願い

いたします。 

 

令和５年度 「学校生活のきまり」に関するスケジュール 

 

時期 内容 

５月～

～８月 
「学校生活のきまり」見直しに関するスケジュールについて教職員で検討 

９月 「学校生活のきまり」見直しについて「あわちゅうだより」で周知 

１０月 
学級討議で現行の「学校生活のきまり」について検討 

保護者、地域へ粟津中学校の「学校生活のきまり」に対するアンケートの実施 

１１月 

生徒会執行部による「学校生活のきまり」改定の会議 

「学校生活のきまり」改定案を職員会議で協議 

学校協力者会議で進捗状況を報告 

１２月 
職員会議で協議結果を確認 

生徒会執行部に協議結果を伝える 

１月 生徒会執行部から全校生徒へ「学校生活のきまり」について周知 

２月 入学説明会で新入生に「学校生活のきまり」を周知 

 



 


